
三重県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、三重県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２５年三重県条例第１２号。以下「条例」という。）及び三重県養護老人ホー

ムの設備及び運営に関する基準施行規則（平成２５年三重県規則第５７号。）におい

て規定するもののほか、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準に関し必要な事

項を定めるものとする。 

 

 （養護老人ホームの設備及び運営に関する基準についての準用） 

第２条 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準は、この要綱に定めるものを除き、

養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について（平成１２年３月３０日老発第

３０７号。厚生省老人保健福祉局長通知。）の規定を準用する。 

 

 （非常災害対策）  

第３条 条例第９条第１項に規定する「消火器、非常口その他の必要な設備」とは、消

防法（昭和２３年法律第１８６号）第１７条の規定に基づく消防用設備等及び風水害、

地震、津波等の災害に際して必要な設備をいうものとする。 

同条第１項に規定する「非常災害の発生時の安全の確保のために必要な組織体制、

行動手順、関係機関への通報及び連携体制等を定めた具体的計画」とは、消防法施行

規則（昭和３６年自治省令第６号）第３条に規定する消防計画（これに準ずる計画を

含む。）及び風水害、地震、津波等の災害に対処するための計画をいう。この場合、

消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法第８条の規定により防火

管理者を置くこととされている養護老人ホームにあってはその者に行わせるものと

する。 

 

 （その他） 

第４条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、知事が別

に定める。 

 

 附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 


